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 商標 類似 い 国 例 商品

出所 混 恐 要 断要素

周知 あ 1988

EU 商標指 立法 1994 英国商

標法 商標権侵害 要件 混 恐 l

ikelihood of confusion 明文 要求

混 恐 商標 連想 恐 li

kelihood of association with the trademar

k 含 明記 い 混 連

想 意義 い 論 極 興味深い英国裁

所 例 Wagamama Ltd v. City Centre 

Restaurants PLC, [1995] FSR 713 (Ch. D.)

あ 紹 い  

 

1 事案 

 

 原告 WAGAMAMA 単語 種 商

標 録 WAGAMAMA 称 ン

運営 い ン ン Streatham Street 日

本式 1992 開設 様々

い 賞 賞

2 店 ン ン 中心部 開店 等 大

決文 現在

種々 日本食 提供

店舗 多数 う あ http://www.wagam

ama.com/  

 

 被告 自 あ い 子会社 通 い

ン ン 経営 大手飲食店業者 あ

1993 ン 風 装 食事 提供

様式 American theme ン

ン 展開 決定 ン

RAJAMAMA 選定 1 店 1995

4 ン  

 

 原告 中 警告書 付 訟提起 行

被告 ン RAJ

AMAMA RAJA MAMA’S 変更
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訟 RAJAMAMA及 RAJA MAMA’S
い 原告WAGAMAMA商標権 侵害及 p

assing off 否 わ  

 

2 連想 恐  

 

 商標権侵害 要件 い 英国 1994 商標

法 う 規定 い  

 

(1) 原告商標 被告標章 原告指定商品 被告商

品 一 あ 特 途混 恐

要 侵害 立  

 

(2) 商標 標章 商品 い 一方 類似 他

方 一 場合 又 方 類似 留 場合

公衆 混 恐 あ 侵害 要件

混 恐 商標 連想 恐 含

 

 

 原告 主張 被告標章 原告商標 連想

恐 あ 故 商標権侵害 認

いう あ 被告 論 伝統的 混

恐 超え 連想 恐 いう概念 条文

文言 関わ 英国商標法 認

商標権侵害 否定 いう

あ  

 

 原告 連想 侵害 立 いう根

一 商標法 あ  

 

 決中 明 連想 商品 出所

関 連想 商標 標章 士 間

連想 あ 前者 従前 英国法 1938 商

標法 伝統的 混 概念 含

出所 関 連想 日本人

薄い概念 あ や日本 い

う広義 混 概念 大 い 思わ

者 連想 出所 混 可能性 全

単 一 見 う一 連想

いう non-origin association い

う 商標法 認 侵

害 立 他 諸

国 う 原告 主張 19

88 EU商標指 連想 侵害 立

明記 商標法 侵害概念

採用 あ 故 1994 英国商標法

様 解 いう あ  

 

 決 原告 提出 expert witness state

ment 細 検討 EU指 商

標法 立場 採用 根 い

商標法 連想 恐 文言 侵害概

念 伝統的混 張 目的 入

断 理 い  

 

 決 理 中 原告 解釈 従う E

U 指 や商標法 商標権者 引 関係 い

関 独占 作 出

更新可能 著作権 認 う

あ EU 指 前文 録商標 機能

わ 商標 商品 出所 示 保証

々 書 い う 要 問 い

EU 指 法 合わ 意思 あ

明記 い あ 等 述 い

 

 

3 混 恐 等 

 

 決 結論 原告 請求 棄却

原告商標 被告標章 間 伝統的 混

存在 認 侵害 肯定 原告

記 連想 関 主張 伝統的混 概念 侵

害 立 い 前提 う あ

原告 伝統的混 い う 主張 い

連想 主張 伝統的混 備的主張

過 い あ 等 決文 明

い  

 混 恐 い 決 隔的観察 基
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完全記憶 imperfect recollection

混 無 論 特 比較的 価格 ン

完全記憶 要 役割 果

被告標章 意味 い

完全記憶 生 易

公衆 う あ 者 完全記憶 結果両

考え 他 者 一方

出所 出 他方 長物 ex

tension あ 考え 記 non-origin asso

ciation 指 思わ あ う 混

恐 認  

 

 決 passing off い 肯定

両 音 類似性 指摘 原告

口コ 多い 混 及

完全記憶 可能性 相当 あ 述

RAJA 文言 多 潜在的 顧客

原告 ン ン 始 あ い 被告標章

原告 ン 他 形 関係

あ 考え あ う 述 い  

 

4 結語 

 

 日本 商標法 関 例 混 恐

い 商標法 4条 1項 15 混 恐 断

除い 広義 混 踏 込 い い う

あ 他方 競 防 法 2条 1項 1

い 明文 混 恐 要求 例

広義 混 含 い  

 

 実際 競 防 法 事案 広義 混

いう 記 non-origin association 主張

い 過 い 見 混

区 意味 連想概念 認識

日本 法実務 い 適 主張 構築

役 立 思わ

 

 

 本稿 当事務所 扱 仲裁事件 い

紹 仲裁条項 仲裁地等 問

事案  

 

1. 事案 概要 

 

 当事務所 依頼者 あ X社 日本企業 Y社

ン 企業 間 消費者向 商品 い

販売店契約 締結 契約 い

X 社 日本 独占的 販売店

あ Y 社 商品 供給者 い

契約 最 購買 定 あ

契約期間中 X社 一定 商品 Y社 購

入 義務 い Y 社 供

給 商品 売 行 当初 見込 回

結果的 X 社 最 購買

Y 社 X 社 対 最

購買義務 履行 あ 主張 債務 履行

基 損害賠償 請求 契約 最

購買義務 履行 際 定損害賠償

定 Y社 損害 立証 必

要 あ  

 本件 問 仲裁条項 解釈

仲裁条項 又 東京 仲裁

ン 又 日本 仲裁機関 実施 い 商

事仲裁規則 則 解決 いう文

言 規定 い Y 社 仲裁機関

対 損害賠償 求 仲裁 申 立 X 社

II. 仲裁条項 解釈 わ 事例 

                                     弁護士 赤塚 洋信 
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対抗 東京 日本商事仲裁協会 対

債務 存在確認 求 仲裁 申 立

結局 仲裁機関 手続 進行 東京

仲裁 進行 仲裁 断 示

仲裁 断 容 過失相殺 うえ 一定

債務 存在 確認 いう  

 

2. 仲裁地 

 

 仲裁地 一般 仲裁 審理や仲裁 断

行わ 定 当事者 合意 定

仲裁 本 地 いい 多 場合 仲

裁地 い 意見陳述等 審理 行わ  

 本件 仲裁条項 い 仲裁地 又

東京 い 又 東京 い

あ 仲裁 申 立 う

紛 異 仲裁 審理

異例 本件 Y社 先 仲裁

申 立 い 仲裁 え

東京 仲裁 行う 問

日本商事仲裁協会 仲裁人 本案前 先決

事項 問 仲裁権限 無 いう形

最終的 東京 仲裁人 仲裁

権限 肯定 紛 異 仲裁

審理 場合 非効率や 断 矛盾 避

立場 あ う 仲裁人 仲

裁権限 否定 可能性 あ 思わ  

 

3. 仲裁機関 指定 

 

 仲裁条項 い 仲裁事務 扱う仲裁機

関 指定 多い いえ 指定 い

可能 仲裁 際 途仲裁

い 合意 必要 生 体的

仲裁機関 指定 場合 仲裁条項 い 当

仲裁機関 採用 い 仲裁規則 従 紛

解決 規定  

 本件 仲裁条項 い ン 又 日本

仲裁機関 実施 い 商事仲裁規則 則

解決 規定 い

記載 日本 仲裁機関 あ

日本商事仲裁協会 仲裁機関 指定 い

明 あ 本来 日本商事仲

裁協会 仲裁機関 指定 あ 一般

社団法人日本商事仲裁協会 商事仲裁規則 従

仲裁 最終的 解決 い

う 文言  

 い 本案前 問

X社 商事仲裁規則 いう 称 仲裁規

則 日本商事仲裁協会 あ

等 主張 仲裁人 当事者 合理的 意思解釈

日本商事仲裁協会 指定 い 断

 

 

4. 仲裁条項 定 場合 注意  

 

 契約交 い 仲裁条項 定 際 仲

裁地 協議 基本的 交

力 強い当事者 意向 決 多い いえ

対等 近い立場 場合 う 仲裁地

決 い あ 中立的 第

国 可能 第 国 仲裁 公

あ い 手間 コ

必 最良 あ いわゆ

条項 わ 被申立人 所在地 仲裁地

ン あ 得 う

条項 法域 通用 明 仲

裁人 疑念 持 可能性 否定

 

 仲裁地 指定 仲裁 紛 解

決 最 手段 利用

意図 仲裁条項 機能 う

必要 あ 注意 い

仲裁条項 文言 備 あ 効 仲裁合

意 認 い あ いう

型的 仲裁 服 文言 え 裁 所

管轄 指定 い う 場合や 仲裁 行う

いう可能的 文言 い 場合
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仲裁 あ

仲裁条項 ン あ 仲裁合意

効 あ 本稿 紹 う 事

態 招 い 慎 検討 必要

あ  

 仲裁機関 選択 あ 定評あ 仲裁機

関 指定 安全 あ いえ 新興国

仲裁機関や仲裁人 実績 足 い 場

合 あ 思わ 注意 必要 仲裁

経験 あ 専門家や現地弁護士 意見 踏 え

仲裁機関 選択 勧

 豊富 天然資源や 長市場 惹 新興国や

展途 国 行う又 検討 企業

増え い 世界

ン 期待 新興国や 展途 国

様々 あ 一 急

政策変更 突然 用 外資企業 対 差 的

扱い等 国家 措置 立 行

事態 あ  

 本稿 投資協定交 等 担当 経 産業

省通商政策局経 連携課 勤務経験 踏 え

海外 事業 展開 企業 投資協定 利用

可能性 い 議論 い 思い  

 

1. 投資協定 何 ？ 

 

 投資協定 国家間 締結 条約

条約 結 国 相手国企業及 投資

産 現地法人 支店 動産 対

自国企業や第 国企業及 投資 産

対 利 扱い 公共 目的や十

補償 い強制的 産 得 日本法 い

う信義則 う 扱い等 い

い 約束 条約 結 国

義務 場合 損害

被 相手国企業 国 対 直接

国際仲裁 申 立 投資協定

海外 事業展開 企業 進出先 国 機関

差 的 恣意的又 合理 措置 対抗

武器 え  

 

2. 投資協定 基 仲裁 い利用

い ？ 

 

 世界 3000 投資協定 締結

投資協定 基 仲裁 600件 申

立 い 欧米企業 申立 半数

占 外 国 企業 利用

い  

 日本企業 関わ 投資協定 基 仲裁

長 村證券 子会社 あ ン 企業

コ政府 対 仲裁 申立 事件 一

件 事件 2006 Partial A

ward コ政府 187億 利

子 支払う 容 和解 解決

2015 6 日揮 2016 3 豊 通

商 東京電力 合弁会社 あ

ン ン政府 対

仲裁 提起 日本企業 投資協定 基

仲裁 積極的 利用 始 い  

 UNCTAD 作 資料 2014

終結 仲裁事件 う 37％ 国 利

断 25％ 仲裁 申 立 企業

III. 投資協定 利用可能性 

                                    弁護士 橋 直樹 
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利 断 28％ 和解 終結 い

残 8％ 申立 終結 2％

義務 認 損害 い 断

終結 い 被申立人 常 国家 あ 和

解 国側 譲歩 含 踏 え 仲

裁 申 立 企業 勝率 い 言え 思

い  

 

3. 仲裁申立 外 投資協定 活用 方法

い ？ 

 

 企業関係者 投資協定 基 仲裁 い

明 進出先 国 政府 対 仲裁 申 立

大 い

応 返 多い 確 国

一 事業 行わ 損害 非常 大

い場合 い限 進出先 国 政府 対

仲裁申立 決断 現実的 選択肢

い 知 投資協定 利用方

法 投資協定 基 い 仲裁 提起 限

進出先 国 投資紛 投

資協定 可能性 指摘 進出先

国 政府 交 利 進 いう利用方法

あ  

 一 活用事例 海市嘉定区 進出

い 日系企業十数社 地方政府 立

求 事例 あ 経産省

掲載 い 事案 記企業

対 地方政府 商業 宅地 開 立

求 海市 法 移

転 伴う操業停 補償 支払わ

立 対象 あ 工場 建築面積 1 方 当

わ 300～400元 約 3600 ～4800

補償 十 い 考え 記企業 日

本総領事館 相談 相談 領事 用

時 補償 用 場合 企業 置

あ う 産状況 一状況 企業 置

い 定 日中投資協定第 5条

3 項 従 補償 主張

働 結果 記企業 投資協定 定

容 近い補償 得 う

投資協定 進出先 国 政府 交 武

器 利用 可能  

 

4. 進出先国 投資協定 是 官

庁 う働 ？ 

 

 経産省 勤務 い 間 進出先

国 間 投資紛 解決 い 官庁 協力

求 企業 相談 数多 あ 投資協

定 外資規制 緩和 約束 関わ

規制緩和 あ 認 許認可

認 事例 規制変更 伴う採算

化 現地工場 操業 事実 可能

事例 政党間 い 関連

関連会社 株式 法 強制的 用

事例 相談 容 多様 相手

国 外交関係 あ 企業 相談

あ 官庁 簡単 動 あ 実際

電 や面談 相談 聞 終わ 案

件 多 あ  

 限定 経験 基 析 官庁 企

業 動 可能性 い相談 2 類型

あ 思い 一 企業 持 込

事案 関 影響力 あ 政治家や官庁 部

強い関心 い 相談 う一 相談

者 官庁 意思決定権限 者

案件 易い相談 者 い

明   

 事実関係 整理 得 考え

投資協定 条項 明確 あ 相談 あ 書面

作 い 望 い 思い 担当

者及 者 諮 易

一企業 業界又 日本全体 問

捉え得 示 益 官庁

国民全体 働 組織 あ 特定 企業

外国政府 働 掛 消極的

得 い 投
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資協定 基 仲裁 断 先例 踏 え 相手

国 投資協定 得 示

官庁側 動 や 進出先 国

投資紛 関 相談 部署 担当者

仲裁 断 先例 含 国際投資法 細

知識 い 限 相談

企業 あ 程度 析 い い限 官庁側

わ わ 仲裁 断 先例 調査

期待 い う 本当 自

官庁 動い い い場合 官庁 動 易

い う 膳立 必要 あ 思い  

 

5. 最  

 

 投資協定 関 情報 あ 多 本記事

投資協定 初 聞い いう方 少

い 思い 投資協定 海外 事業展開

企業 利用可能性 あ

本記事 投資協定 い 理解 一助

嬉 思い  

 5 中頃 投資協定 関 開催

定 投資協定 関心 持 方

参 検討い

い

当事務所 弁護士 講師 務 記 通 開催  

 多国間経 連携協定 時 国際紛 解決 入門～特 ISDS条項 利用 焦 あ ～  

    日 時  ： 2016 5 18日 (水  14:00開始 17:00終了 定 

    場 所  ： 小島国際法 事務所 2階会議室 

    講 師  ： 菊池 毅 橋 直樹

 

 

 

担当  
 

菊池 毅 

本 法的助言 目的 個 案件 い 当 案件 個 状況 応 日本法又 現地法弁護士 適

助言 求 い 必要 あ 本稿記載 う 意見 わ 部 執 担当者 個人的見解 あ 当事務所 他 事務

所 見解 あ 本 ほ い 皆様 忌憚 い 意見 感想 記 寄 い  

 

小島国際法 事務所 
〒102-0076  東京都千 区五番町 2 7 五番町片岡 4階 

TEL : 03-3222-1401  FAX : 03-3222-1405 
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URL : www.kojimalaw.jp 
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小島 樹 

稲 大学法学部 ン

ソ 大学 ン大

学各 修士  

米法 銭賠償 原則

ン 得 日本法 特定履

行 保全処 作 請求

戦術 考案 現在 方

法 多 法 事務所 使わ

い 国境 企業間

紛 戦略立案 実績  

東京大学法学部 英国

大学修士 入所 来 国境

越え 大型紛 案件 数多

担当 日米 訟 米国仲

裁 絡 合 著作権紛

や 商品形態 巡 日米企業

間 競 防 法 事

件 表的 あ 近

IT 関係 国 訟 ICC

や JCAA 国際仲裁 多数扱

い  

Ⅳ. 知  
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